
【凡例】　●⇒消防同意の際に、消防署へ送付する図書　/　〇⇒GAIに残る図書　/　▲⇒申請書・図面の一部が必要　/　★⇒持ち回りが必要

（●＋〇が必要部数です）

同意の有無 正本 副本 消防用 GAI控

有 ● ● ー ○ ー

無 ○ ○ ー ― ー

《共通事項》

有
（上記以外）

● ○ ● ○ ー

無 ○ ○ ー ― ー

《消防同意》　地下を含む5層以上は本局扱い （川崎区・幸区）

南部下水道事務所管理課
（中原区・高津区）
中部下水道事務所管理課
（多摩区・麻生区）

北部下水道事務所管理課

有
3階建以下の住宅・長屋

● ○ ▲ ○ ー

有
（上記以外）

● ● ● ○ ー

無 ○ ○ ー ― ー

有 ● ○ ● ○ 要
一般住宅・長屋以外

一戸建ての住宅、長屋以外で、同意ありの場合は、
消防様式「消防同意資料書」が必要です。

無 ○ ○ ● ― ―
昇降機申請は、消防通知用に案内図、配置図、平
面図、仕様書の提出が必要です。

有 ● ● ● ○ ー

無 ○ ○ ー ― ー

有 ● ● ● ○ 要 

無 ○ ○ ー ― 要

有 ● ● ● ○ 要

無 ○ ○ ― ― 要

有 ● ○ ● ○

無 ○ ○ ー ― ー

有(専用住宅・長屋) ● 〇 ● ○ 要
一戸建ての住宅・長屋で、同意ありの場合は、
消防様式「防火対象物設置届」が必要です。

有（上記以外） ● 〇 ● ○ 要

無 ○ ○ ー ― ー

有 ● ● ● ○ 要

無 ○ ○ ○ ― ―

有 ○ ● ● ― 要

無 ○ ○ ー ― 要

有 ● ● ● ○ 要 同意ありの場合は、消防様式　「建築資料提出書」
が必要です。

無 ○ ○ ー ― ー

同意の有無 正本 副本 消防用 GAI控

有 ● ● ● ○ 要

無 ○ ○ ー ― ー

有 ● ● ● ○ ー

無 ○ ○ ● ― ー

有 ● ● ● ○ 要

無 〇 〇 ー ― ー

有 ● ● ● ○ 要

無 ○ ○ ー ― ー

有 ● ● ● ○ 要

無 〇 ○
●

図面のみ
― ー

有 ● ● ● ○ 要

無 ○ ○ ー ― ー

有 ● ● ● ○ ー

無 ○ ○ ー ー

有 ● ● ● ○ 要

無 ○ ○ ● ― ー

有 ● ● ● ○ 要

無 ○ ○ ー ― ー

有 ● ● ● ○ 要

無 ○ ○ ー ― ー

有 ● ● ● ○ ー

無 ○ ○ ー ― ー

有 ● ● ● ○ ー

無 ○ ○ ー ― ー

有 ● ● ● ○ ー

無 ○ ○ ー ― ー

有 ● ● ● ○ ー

無 ○ ○ ー ― ー

有 ● ● ● ○ ー

無 ○ ○ ー ― ー

有 ● ● ● ○ ー

無 ○ ○ ー ― ー

有 ● ● ● ○ ー

無 ○ ○ ー ― ー

有 ● ● ● ○ 要

無 ○ ○ ー ― ー

地域
必要部数

消防様式 その他　必要事項 事前経由
持回り等 事前経由・持回り先

東京都 ★
★府中市
★武蔵野市

神
奈
川
県

特
定
行
政
庁

横浜市

有
（専用住宅・長屋）

● ○ ー ○ ー

相模原市

鎌倉市

茅ヶ崎市
寒川町

大和市

★

　　※有　　先行不可
　（延床3,000㎡超
　又は　階数5以上）

● ○ ● ○ ー

川崎市

有 ● ○ ー ○ ー

★

無 ○ ○ ー ― ー

「建築協定等手続状況届出書」　を申請時に添
付（工作物・昇降機申請を除く）

★浄化槽を設置する場合は、事前に資源循環局に
「浄化槽設置計画書」の届出が必要です。

ー

横須賀市
三浦市

★

▲消防用として、確認申請書1～6面の写し
　　（図面不要）
（住宅には、50㎡以下の併用住宅も含む。）

平塚市 ３階建て以上の住宅等は「建築確認申請に係る届
出書」の提出と近隣報告書が必要です。

★ 建築指導課

消防様式「建築資料提出書」の提出が必要です。 ー

藤沢市 消防様式「消防用確認申請書」の提出が必要です。 ー

小田原市 ー

★ 建築指導課

一戸建ての住宅、長屋以外で、同意ありの場合は
消防様式「特殊防火対象物設置届」が必要です。
《共通事項》
★着工前に市へ「建築に係る届出書」の提出が必
要です。

秦野市

厚木市 消防様式　「消防資料提出書」が必要です。

地域
必要部数

その他　必要事項 事前経由
持回り等 事前経由・持回り先

神
奈
川
県

横
須
賀
土
木

事
務
所

逗子市
★市町村の経由が必要になります。
必要部数については各市町村のホームページ及び
市町村担当部署へ確認をお願いします。

★ まちづくり課

葉山町 上記同様 ★ 都市計画課

平
塚
土
木
事
務
所

伊勢原市 上記同様 ★ 建築指導課

寒川町 上記同様

厚
木
土
木
事
務
所

東
部
ｾ
ﾝ
ﾀ

ｰ

座間市 上記同様 ★ 建築・住宅課

綾瀬市

海老名市 令和6年4月1日～　経由事務は廃止になりました。 －

★ 建築課　計画管理係

★ 都市計画課
開発指導・国県事業対策担当

大磯町 上記同様 ★ まちづくり課

※消防事務は、茅ヶ崎市に統合されました

二宮町 上記同様 ★ 都市整備課

厚
木
土
木
事
務
所

愛川町
★市町村の経由が必要になります。
必要部数については各市町村のホームページ及び
市町村担当部署へ確認をお願いします。

★ 都市施設課

清川村

大井町 上記同様 ★ 都市整備課

県
西
土
木
事
務
所

南足柄市 上記同様 ★ 建築住宅課

松田町

上記同様 ★ 都市整備課

上記同様 ★ まち整備課

真鶴町
湯河原町

上記同様

上記同様 ★ まちづくり課

開成町 上記同様 ★ 街づくり推進課

資源循環局家庭系対策部業務
課

同意ありの場合は、消防様式　「消防同意調査書」
が必要です。

消防様式

★3階建て　接道4ｍ以上（条例6条）

★浄化槽を設置する場合は、環境局に「浄化槽設
置計画書」の届出が必要です。
★公共下水道への接続に関する事前協議が、各下
水道（管理）事務所と必要です。

★三浦市

箱根町 上記同様 ★ 都市整備課

山北町

中井町

★ まちづくり課　都市政策係

上記同様 ★ 建築課

上記同様

確認申請（紙申請）時の必要図書部数 一覧 （R7.1.1～）


